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５．インタビュー記録（廃棄物） 

 
５－１ 日本大使館 

（1）官団員帰国時の調査概要報告 
1） 日 時 

2008 年 2 月 29 日（金）13:00～14:00 
 
2） 場 所 
在インドネシア日本大使館 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
佐々木 正大 一等書記官 

b） 当 方 
調査団（須藤、天野、鎌田、川田、谷口、工藤、和田） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 

 
4） 入手資料 
特になし 

 
5） 意見交換概要 
 調査団より現地調査報告書を手交、説明後意見交換を行った。概要は下記のとおり。 
・われわれが知らなかった部分にも触れられており、調査成果を高く評価したい。（大使館） 
・ごみは水質汚濁問題よりもやりやすいということだが、ごみについては特定のプロジェク

トを形成するのか？（大使館） 
→ 今回はあくまでも協力プログラム開発を目的としており、特定のプロジェクトは想定

していない。ニーズは都市ごとに異なると考える。（調査団） 
・協力プログラム確定のための今後の手順はどのようになるのか？（大使館） 
→ 調査団の成果を受けて、現地事務所、本部関係部署、及び外部関係機関と協議して協

力プログラムを煮詰めていく。 終的にはインドネシア側関係機関とミニッツを結ぶ

ことも考えている。（調査団） 
・どちらかといえばごみを優先すべきとの報告だが、水質汚濁対策についても何らかの対策

が必要と考えているところ、個別案件を形成するなかで柔軟に考えていきたい。水質改善

が大きな投入を必要とすることは了解した。（大使館） 
→ 了解した。（調査団） 

・日本の投入に対して「インドネシア政府を振り向かせること」が大切と考えている。水質

汚濁対策を展開する際にもこのことを念頭に置いていきたい。環境分野での活動はこの国

の経済発展のために必要と考えており、投入が途切れないように継続的に支援していくつ

もりだ。（大使館） 
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５－２ 国際協力銀行（JBIC）ジャカルタ駐在員事務所 

（1）コンサルタント団員到着時 
1） 日 時 

2008 年 2 月 18 日（月）10:00～11:00 
 
2） 場 所 

JBIC ジャカルタ駐在員事務所 
 
3） 出席者 

a） 先 方 
傳田 剛 駐在員、北村 恵子 専門調査員 

b） 当 方 
調査団（工藤、和田） 

 
4） 入手資料 
・ドナー会合資料（MAPPING OF DONOR ACTIVITIES RELATED TO ENVIRONMENT/ 

NATURAL RESOURCES IN INDONESIA, ON-GOING PROJECTS SPECIFICALLY DESIGNED 
TO ADDRESS ENVIRONMENT/NATURAL RESOURCES MANAGEMENT in the period 
between 2001-2010”, as of Jan. 2008） 

・JBIC, “Mission Report in Medan”, Jan, 2007 
 
5） インタビュー概要 
・JBIC は環境セクターを重視しながら、インドネシアのニーズを踏まえて案件を採択してき

ている。 
・廃棄物分野で現在動いているのはマミナサタとジャカルタの SAPROF（旧 JBIC 案件形成促

進調査）であり、いずれも SAPROF がちょうど完了した段階にある。マミナサタは 2009 年

3 月、ジャカルタは 2010 年 3 月に借款契約（L/A）を締結する予定である（ 短で）。 
・ジャカルタでは、鉄道建設など多くのプロジェクトが予定されているところ、上記廃棄物プ

ロジェクトに予算配分が行われるかどうかが鍵となっている。 
・バンドンでは現在独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）の調査が実施されており、これ

により案件が形成される可能性がある。 
  
（2）官団員到着時 

1） 日 時 
2008 年 2 月 25 日（月）13:00～14:00 

 
2） 場 所 

JBIC ジャカルタ駐在員事務所 
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3） 出席者 
a） 先 方 
安井 毅裕 次席駐在員、傳田 剛 駐在員、北村 恵子 専門調査員 

b） 当 方 
調査団（須藤、天野、鎌田、川田、谷口、工藤、和田） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 

 
4） 入手資料 
・環境教育優良事例調査報告書を後日提供される。 

 
5） インタビュー概要 
・（調査団）汚水分野は都市排水、水質汚濁としてとらえている。下水だけに限定していない。

今後明確に定義していくつもりだ。 
・（JBIC）これまでは個別都市に対して下水、廃水、ごみ分野の円借款を行ってきた。プロジ

ェクトにはモニタリング強化も含めてキャパシティー・ディベロップメント的コンポーネン

トを付与して実施することが重要だ。特に運営主体の強化を重要と考えている。ただし、円

借款事業では建設期間においてしか現地への投入ができず、投入期間が短くなりがちであ

り、技術協力に期待したいところだ。 
・今後の対象都市の選定には、投資の被益効果を考慮して、日本から見えやすい、日本企業の

ためになるという視点も重要と考える。地方分権以降、特に上水では転貸問題が浮上してき

た。支払能力の高い都市を選定することが肝要だ。ドナーが積極的に関係者をコーディネー

トして案件形成・促進を行うことも検討の価値のあることと思う。 
・ジャカルタの中間処理施設整備円借款案件は今後のジャカルタ首都特別州（DKI）の意思決

定次第であるが、ユドヨノ大統領から JBIC 総裁への直接の依頼があった案件であり重要だ。

この国のマクロ経済を強化するためには、集中的に大規模な投下が必要であると考えてお

り、この観点からは首都ジャカルタに大きなプロジェクトを入れることが肝要だと考えてい

る。地方都市への投入は Justify できない。インドネシアは対外債務を減らす方針を掲げて

おり、案件が減ってきている。この意味からもジャカルタでの大プロジェクトへの投資は重

要だ。やりやすさを考慮して、小さな都市を対象とする場合には、モデル都市の形成を踏ま

えた水平展開戦略をとるのだろうが、そう簡単に水平展開はできないと考える。 
・ジャカルタ下水は Engineering Service（ES）として詳細設計（DD）まで行って、経費負担に

おいて構成市県の調整ができず止まった。公共事業省（PU）は国家開発企画庁（BAPPENAS）
に継続的に要望しているところである。再スタートする場合には DD のレビューからスター

トすることとなろう。 
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５－３ JICA インドネシア事務所 

（1）官団員到着時の所長との意見交換 
1） 日 時 

2008 年 2 月 25 日（月）17:00～18:00 
 
2） 場 所 

JICA インドネシア事務所 所長室 
 
3） 出席者 

a） 先 方 
坂本 隆 所長、岩井 伸夫 所員 

b） 当 方 
調査団（須藤、天野、谷口、和田） 

 
4） 入手資料 
な し 

 
5） インタビュー概要 
・現在 17 の協力プログラムがあるが、類似案件群をまとめるにとどまっており、メリハリが

ない。さらに各プロジェクトも独立性が高いと感じている。波及効果を組み込んだ、戦略の

策定が重要だ。 
・地域選定にあたっては、プロジェクトオーナーシップの評価の視点を組み込むべきだ。対象

政府が予算を取ったかどうかは大きな評価因子と考える。また、プロジェクトの高い自立性

が発揮された例としてワクチン生産をあげることができる。このプロジェクトでは高い収益

性を経費構造に入れた。このようなプロジェクトの成否を決めるファクターが評価事業とし

て行われると良いのだが、現在の評価活動は改善の余地がある。 
・ごみ・汚水それぞれの協力プログラムを策定することはよいが、両者の交互作用などは意識

したい。さらに、マングローブ林育成に投棄された漂流ごみが付着するなどの交互作用もス

トーリーづくりに重要と考える（バリの事例）。また、アチェのように注目されている地域

を選定するとか、マルクにおける JICA からの集中投入にごみ・汚水コンポーネントを更に

投入するといったことも戦略のひとつと考えられる。 
・インドネシアではごみの分野においてアジェンダセッティングが不十分であり、こちらサイ

ドでアジェンダを提案する必要がある。フィリピンのように法律でアジェンダが明示される

と支援もやりやすいのだが。 
  
（2）官団員帰国時の調査概要報告 

1） 日 時 
2008 年 2 月 29 日（金）15:00～17:00 
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2） 場 所 
JICA インドネシア事務所 所長室 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
坂本 隆 所長、片山 裕之 次長、岩井 伸夫 所員、木川 浩史ボランティア調整員、

福田 千秋 ボランティア調整員 
根木 桂三 専門家（環境政策） 

b） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、天野、川田、谷口、工藤、和田） 

 
4） 入手資料 
な し 

 
5） 意見交換概要 
 調査団より現地調査報告書を手交、説明後意見交換を行った。概要は下記のとおり。 
・資料で提案されている協力プログラム開発のためのフレームワークについては、全体によ

く理解できた。（JICA インドネシア事務所） 
・大学との協力に触れていないが？（JICA インドネシア事務所） 
→ 現段階は調査団帰国時における協力プログラムのフレームワークに関する調査団か

らの報告であり、まだ粗粗のものと考えてほしい。大学との連携を排除する意図は全

くない。（調査団） 
・これまでの支援では資料に示された水質汚濁、ごみのそれぞれ 3 つの成果を同時に実現し

ようと考えてきたと認識している。今後は成果ごとに分解して支援を行うことが可能であ

るということか？（JICA インドネシア事務所） 
→ 案件形成レベルで個別に対応することとなると思う。（調査団） 

・対象は大都市か？（JICA インドネシア事務所） 
→ 協力プログラム開発のなかでは対象都市を特定していないが、個別案件形成にあって

は、必ずしも大都市に限定せず柔軟に考えた方がよいと思う。ちなみにごみについて

は比較的小さな都市、例えば、人口 50 万人程度を選定するということも一考の余地

があると考えている。（調査団） 
・水質汚濁防止は難しいか？（JICA インドネシア事務所） 
→ 長期間にわたりかなりの額の投入が必要となるであろう。ただし、インドネシアには

管渠が整備されていないということが大きな特徴であり、下水道はなじまないであろ

う。またジャカルタで有効な改善を図ることは、かなり難しいと考える。 
・アチェ復興の第一着手施設はし尿処理場であった。隣接するし尿処理場も含めて、対象地

域のし尿は相当期間処理することが可能となっている。このような具体的プロジェクトは

可能か？ 
→ インドネシアの経済状況によると考える。し尿処理場もごみ処分場もいずれも運営す

るための相当の経常経費を必要とする。それを負担できるかどうかが課題だ。（調査
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団） 
・協力隊員がスラバヤ、スマラン、メダン、バンドン、ジョグジャカルタに配置される予定

だ。その案件形成のためにスラバヤに行ったが、取り組み意欲が高いことを感じた。何ら

かの突破口を見つけられないか。（JICA インドネシア事務所） 
• 水質汚濁についても何らかの改善活動を展開したいという希望をもっている。何らかの活

動を考えていくべきだ。（根木専門家） 
→ ごみについては、案件形成レベルではいろいろな可能性があると考える。例えば、コ

ミュニティ主導のコンポスト活動を切り口として、ごみの排出管理の徹底を支援する

などだ。また、埋立地の管理技術水準も他の地域と比較して劣っているわけではなく、

むしろ努力を評価できるところが見られた。いずれにしてもケースバイケースで有効

な投入を行っていくことが肝要だ。（調査団） 
→ 今回の調査報告で何が課題かが明確に見えてきた。これを踏まえてポジションペーパ

ーもリバイズしてみたい。（JICA インドネシア事務所） 
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５－４ 独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）ジャカルタ・センター 

1） 日 時 
2008 年 2 月 25 日（月）8:30～9:30 
 

2） 場 所 
JETRO ジャカルタ・センター 会議室 
 

3） 出席者 
a） 先 方 

JETRO ジャカルタ・センター 阿部道太氏 
b） 別途調査団（同席） 

財団法人ひょうご環境創造協会 住友 聡一 総務部次長兼環境技術部次長 
財団法人ひょうご環境創造協会 林 建佑 環境技術部環境共生課 
アジア経済研究所 小島 道一 氏 

c） 当 方 
調査団（和田） 

 
4） 入手資料 
な し 

 
5） インタビュー概要 
・Green Aid Plan（GAP）のチェアーは工業省の Centre for Resources, Environment and Energy R&D

である。エネルギー・鉱物・資源省、ゴム業界、西ジャワ州の環境管理局（BAPEDALDA）、

パームオイル業界などが参加している。JICA、インドネシア環境省からの参加はない。 
・これまでゴム産業における水処理改善、西ジャワ州公害防止管理者制度などを行ってきた。 
・スラバヤでは省エネセンターの努力によりエネルギー診断士制度が議論されており、既に財

団法人海外技術者研修協会（AOTS）での研修を 2007 年 12 月に実施したところだ。 
・バンドンでは都市ごみ焼却を検討しているが、地球環境プラント活性化事業の一環だと思う。 
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５－５ 国家開発企画庁（BAPPENAS） 

（1）公共事業省人間居住総局担当 
1） 日 時 

2008 年 2 月 21 日（木）13:00～14:00 
 
2） 場 所 

BAPPENAS オフィス 
 
3） 出席者 

a） 先 方 
Mr. Oswar Mungkasa, Directorate for Settlements and Housing, Deputy for Facilities and Infrastructure, 
National Development Planning Agency (BAPPENAS) 

b） 当 方 
調査団（和田）、JICA インドネシア事務所 岩井所員 

 
4） 入手資料 
な し 

 
5） インタビュー概要 
・JICA と JBIC（円借款部門）の統合は調査が事業につながりやすくなることが期待できると

考えるので歓迎する。 
・公共事業省と環境省（KLH）の政策重複については BAPPENAS が案件によって割り振る。

場合によっては BAPPENAS がカウンターパートになってもよい。ただし、形式的役割分担

は公共事業省が施設整備、環境省が環境規制である。 
・案件採択については中期開発計画（RPJM）をバイブルとして考えたい。 
・スラバヤはインドネシア唯一の廃棄物の優良事例と考え、重視したい。コミュニティによる

取り組みでありながら、自治体の政策に組み込まれている。スラバヤの課題はコミュニティ

における 3R（発生抑制、再使用、再利用）活動が Waste Stream のなかでうまく位置づけら

れ総合力を発揮させるようにシステム全体に組み込まれることだ。実際、衛生埋立場整備は

今度の課題となっている。 
・地方政府担当者はスラバヤに行けば多くのことを学ぶことができると考える。このようなク

ロスビジットプログラムができるとよい。また、地方政府議員（DPRD）の研修も重要だ。 
・ジャカルタにおいてもコミュニティによるコンポストの取り組みが Merci Corp というカナ

ダ（おそらく）の NGO の活動もあって活発となっているが、政府の政策とリンクしていな

いという点で、スラバヤと大きく異なる。 
・世界銀行の西ジャワ環境管理プロジェクト（Western Java Environmental Management Project：

WJEMP）は地方政府に求められた Requirement を地方政府がクリアできないことによって、

フェーズ II に進めないでいる。地方政府もできることのみをコミットすべきと考える。 
・ジャカルタでの ITF SAPROF（Intermediate Treatment Facility）は排出源でのごみ減量を欠い

ては動かないと考える。ごみ減量が十分行われないなかで ITE を整備すると過剰投資とな
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ると考えている。 
・ブルーブックには、バンジャルマシン、パレンバン、メダンのごみ処分場リハビリテーショ

ンの技術支援（公共事業省人間居住総局からの要請）が掲載されているが、これは支援者が

決まっているわけではないと思う。ブルーブックに掲載されている案件のすべてが資金等の

調達先が決まっているわけではなく、一種の Wish List 的性格もブルーブックはもっている

と理解してほしい。 
・JICA が今回作成しているような支援戦略プランをドナー全体でロードマップとして作成し

てもらうと海外からの支援効果が 大限となるので良いと考えるが、このようなロードマッ

プの作成は難しいと理解する。 
  
（2）公共事業省人間居住総局担当局長 

1） 日 時 
2008 年 2 月 26 日（火）15:30～16:30 

 
2） 場 所 

BAPPENAS オフィス 
 
3） 出席者 

a） 先 方 
Mr. Budi Hidayat, Director for Settlements and Housing, Deputy for Facilities and Infrastructure, 
State Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency 
(BAPPENAS) 他 1 名 

b） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、天野、川田、和田） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 

 
4） 入手資料 
な し 

 
5） インタビュー概要 
・ごみ、都市排水のいずれも重要であり、どちらかの政策を優先させているということはな

い。プロジェクトの採択にあたっては、市・県が一定の役割を果たすことにコミットしてい

るかどうかを も重視しているが、効率性、実現可能性についても重視している。 
・対外債務を減らしていくという方針をもっており、そのために PPP（Private-Public Partnership）

を推進しようと考えている。地方都市では限界があるが、ジャカルタなら現実的であろう。 
・ごみと都市排水の問題は相互に関連が深い（例えば、ごみの投棄が河川を汚染し、洪水の原

因となるなど）ので、併せて考えるべきと考える。 
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（3）環境省担当 
1） 日 時 

2008 年 2 月 26 日（火）16:30～17:00 
 
2） 場 所 

BAPPENAS オフィス 
 
3） 出席者 

a） 先 方 
Ms. Tri Dewi Virgiyanh, Head of Sub Directoraete Pollution and International Damage Control, 
Directorate of Environment, Deputy for Natural Resources and Environment, BAPPENAS 

b） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、天野、川田、谷口、工藤、和田） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 

 
4） 入手資料 
な し 

 
5） インタビュー概要 
・環境省の事業の予算化調整等を所管している。現在は気候変動関連でにわかに忙しくなって

いるが、水質汚濁、廃棄物ともに依然として重要な分野であることは間違いない。 
・廃棄物については BAPPENAS の公共事業省人間居住総局担当が主に所管しているが、環境

省からの側面支援、例えばキャパシティー・ディベロップメントなども重要であり、環境省

と公共事業省、そして BAPPENAS との調整が極めて重要と考えている。 
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５－６ 環境省（KLH） 

（1）根木専門家 
1） 日 時 

2008 年 2 月 18 日（月）13:00～13:30 
 
2） 場 所 
インドネシア環境省オフィス 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
根木 桂三 専門家（環境政策） 

b） 当 方 
調査団（和田） 

 
4） 入手資料 
・Ministry of the Environment, “Strategic Plan of the State Ministry of Environment for 2005-2009 

(Summary)” 
・Ministry of the Environment, “Environmental Report in Indonesia 2006”, CDROM 
・JICA, “The Work for Making Questionnaire, Domestic Waste Treatment Statistics, Final Report”, 

January 2008 
・JICA, “The Study for Separate Discharge and Separate Collection of Waste”, 2007 
・Ditto (Appendix) 
・JICA, “Draft Basic Method, Separate Discharge and Separate Collection of Waste”, 2007 
・JICA, “Draft Guidelines to Stop Solid Waste Dumping into River”, 2008 
・特別配分基金（DAK）の市県配分額表 
・RPJM 下で定められた環境省の戦略プラン（2005～2009）（インドネシア語） 

 
5） インタビュー概要 
・一般廃棄物管理法案が成立しつつある現在、関連法令の整備への支援が可能であると考え

る。［→2008 年 5 月に成立］ 
・スラバヤを対象として選定した場合、これまでの財団法人北九州国際技術協力協会（KITA）

による投入・成果とどのようにマッチングさせたプロジェクトとするかが課題となろう。 
・都市ごみ関連統計システム整備のための支援を開始した。現在調査票が完成したところだ。 
・エコラベルは製造側からのアプローチとして有効と考える。 
・ローリングプランにある“Domestic Waste Management through 4R principle”は JICA が NGO

に委託して実施している、コミュニティ主導でコンポスト製造等を行う小規模な事業である。 
・インドネシア環境省を中心に現在策定作業が進められている 3R 国家戦略は、日本の環境省

が UNCRD（United Nations Centre for Regional Development、国際連合地域開発センター）に

委託して実施している事業である。 
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（2）Assistant Deputy for Small Scale Enterprises & Domestic Waste Pollution Control, Deputy II Deputy for 
Environmental Pollution Control 
1） 日 時 

2008 年 2 月 18 日（月）16:00～17:00 
 
2） 場 所 
インドネシア環境省オフィス 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
Mr. Ujang Solihin Sidik, Assistant Deputy for Small Scale Enterprises & Domestic Waste Pollution 
Control, Deputy II Deputy for Environmental Pollution Control 

b） 当 方 
調査団（和田） 

 
4） 入手資料 
・Ministry of Environment, “adipura – toward clean and green city”, 2006 
・Assistance Needs for Solid Waste Management Program 2008-2014 
・Bill for Solid Waste Management Act (the latest version) 
・DERIVED REGULATION & GUIDANCE FROM PROPOSED SOLID WASTE LAW 

 
5） インタビュー概要 
・環境管理法は廃棄物を排出源で規定している。1 つは Daily waste（家庭、事業所）で、もう

1 つは Processing waste（工場等）である。このうち Processing waste は有害のものも非有害

のものも含まれる。有害のものは B3 廃棄物として優先的に規制されてきた。現在検討して

いる一般廃棄物管理法案は Daily waste を対象とした法律だ。理論的に言えば、日常生活か

ら発生する有害廃棄物も本新法の下で規制されることとなるが、優先順位は低い。 
・法律が成立するとその下に政令、省令、ガイドラインを策定する必要がある。かなり多くの

ガイドラインを定める必要があり、3R ガイドライン、インセンティブガイドライン（例え

ば、リサイクルした人には補助金を出すなど）、拡大生産者責任（EPR）ガイドラインなど

を例示できる。ガイドラインは 2 年以内で策定する必要があるが、盛りだくさんであり 4
から 5 年は必要となるであろうと考える。 

・作成するガイドラインは、次のとおりである。 
〈政令：Government Regulation〉 

1. Concerning mechanism of incentives & disincentives 
2. Concerning mechanism of specific waste handling 
3. Concerning compensation  

〈省令：Ministerial Regulation〉 
1. Concerning standard, guidance & manual for solid waste reduction  
2. Concerning mechanism of specific waste handling  
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3. Concerning guidance for emergency rESPonse formulation  
4. Concerning mechanism to request license cancellation 
5. Concerning sanitary landfill location 

・環境省が新法関連で も重要視しているのは、このうち 3R ガイドラインである。廃棄物処

理システム形成は長らく公共事業省が所管していたが、何ら改革がもたらされなかった。環

境省としては新たな切り口で廃棄物問題の解決をみたいと考えている。人々の意識改革に取

り組んでいくという姿勢だ。 
・同時に 3R の優良事例を普及させたいと考えている。優良事例として現在想定しているの

は、スラバヤにおける取り組みと公共収集が提供されていないジャカルタの中・低所得者地

域におけるコミュニティの取り組みである。 
・いくつかモデル性の高い都市を 22 大都市のなかから選定して、包括的なごみ管理システム

を集中的に構築したいと考えている。想定している都市は現在のところないが、ADIPURA
プログラム（美化都市表彰事業）との連携のなかで対象都市を検討したい。包括的とは先の

すべてのガイドラインに対応したというような意味だ。 
・エコラベルについては他の Deputi の所管であるが、新法との関連でいえば、EPR の一貫と

して製造者等にエコラベルの添付を義務づけている点をあげることができる。 
・DAK は、環境省の監修の下で、財務省が市県に提供している経済的援助策だ。 近ではコ

ンポスト施設整備など廃棄物対策としての利用も盛り込まれた。内容は環境省のコントロー

ル下にある。また、別途州を対象とした補助金もあり、Decentralized budget と呼ばれている。

DAK よりも規模は小さいが Flexible な運用が認められている。 
・ADIPURA プログラムにはほとんどの市・県が参加している。2007 年は 400 余の市・県のう

ち、381 市・県が参加した。評価セクターは年々広げてきており、2007 年は固形廃棄物、排

水、緑化であり、2008 年は更に大気汚染を追加して実施する予定である。 
・JICA に求めたい支援としては、ガイドラインの策定支援、モデル都市の形成と普及のため

のプログラムである。 
  
（3）Bureau for Planning and International Cooperation 

1） 日 時 
2008 年 2 月 19 日（火）9:30～10:00 

 
2） 場 所 
インドネシア環境省オフィス 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
Ms. Daisy Joyce Indra Aswandy, Bureau for Planning and International Cooperation, Ministry of the 
Environment、他 1 名 

b） 当 方 
調査団（工藤、和田） 
根木 桂三 専門家（環境政策） 
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4） 入手資料 
な し 

 
5） インタビュー概要 
• 昨日の環境省からのインタビュー内容を伝え、今後の進め方について自由討議を行った。 
• 来週調査団本体が環境省を来訪する旨を説明。いつだれに会うのか知らせてほしいと要望が

あり、承諾した。 
  
（4）Assistant Deputy for Standardization, Technology and Cleaner Production, Deputi VII Deputy for 

Capacity Building and Technical Infrastructure Development 
1） 日 時 

2008 年 2 月 22 日（金）14:00～15:00 
 
2） 場 所 
インドネシア環境省オフィス 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
Ms. Dra. Sri Tantri A. MSc, Acting Assistant Deputy of Standardization, Technology and Cleaner 
Production, Deputy VII for Capacity Building and Technical Infrastructure Development 
Ms. Euis Ekawati, Head Division of Environmental Management System, Deputy VII for Capacity 
Building and Technical Infrastructure Development 

b） 当 方 
調査団（和田） 

 
4） 入手資料 
・The Indonesia Ecolabel（パンフレット） 

 
5） インタビュー概要 
・JICA の支援を得て、2003 年からエコラベルへの取り組みを開始した。National Standard 

Agency（BSN）などとも協力して、コピー用紙など紙製品を対象にして既にエコラベル制

度を導入した。 
・JETRO から支援を受けているのは公害防止管理者制度のみであり、エコラベルについての

支援は JETRO からは受けていない。 
・今後はエコラベルの普及と対象製品拡大に取り組んでいく予定である。 
・エコラベルの普及戦略についての技術的指導を受けたい。市民、企業、政府関係機関などへ

のプロモーションを行う際の戦略やツール開発などが分からない。 
・また対象製品拡大にあたっての規格づくり、規格に合致しているかどうかの分析方法などに

ついての指導がほしい。今後広げていきたい対象製品は文房具である。 
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（5）Assistant Deputy for Hazardous Waste Management for Gas, Oil and Energy Mining, Deputi IV Deputy 
for Toxic Waste Management 
1） 日 時 

2008 年 2 月 22 日（金）15:00～16:00 
 
2） 場 所 
インドネシア環境省オフィス 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
Mr. Rasio Ridho Sani, Assistant Deputy for Hazardous Waste Management for Gas, Oil and Energy 
Mining, Deputi IV Deputy for Toxic Waste Management 

b） 当 方 
調査団（和田） 

 
4） 入手資料 
な し 

 
5） インタビュー概要 
・工場から排出される B3 廃棄物を規制している。工場から排出される B3 以外の廃棄物、例

えば、鉄くずやプラスチックは許認可対象ではないので管理していない。B3 廃棄物かどう

か微妙な場合にはすべて B3 廃棄物として処理するよう指導している。 
・工場から排出される B3 廃棄物は民間許可業者で処理される。大手では PT. PPLI、PT. Wastec 

International（焼却）、PT. Dongwoo（現在は一時営業停止）、PT. Palaladoc のほかセメントキ

ルンが利用されている。 
・企業の B3 廃棄物管理状況を確認するために、定期的立入調査と特別立入調査を実施してい

る。 
・現在、B3 廃棄物の危険性・有害性に着目して、3 つに区分し直すことを検討している。た

だし、有害性が低くても B3 廃棄物から除外するということは考えていない。B3 廃棄物か

らはずしたとたん、以降管理していくことが困難となるからである。 
・今後の支援として期待したいのは、B3 廃棄物の新たな区分についての技術指導、B3 廃棄物

関連統計データベースの整備である。 
  
（6）Deputy II Deputy for Environmental Pollution Control 

1） 日 時 
2008 年 2 月 26 日（火）11:00～12:00 

 
2） 場 所 
インドネシア環境省オフィス 
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3） 出席者 
a） 先 方 

Drs. Moh. Helmy, Assistant Deputy for Manufacture Pollution Control, Deputi II Deputy for 
Environmental Pollution Control 
Mr. Ujang Solihin Sidik, Assistant Deputy for Small Scale Enterprises & Domestic Waste Pollution 
Control, Deputi II Deputy for Environmental Pollution Control 

b） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、天野、川田、谷口、工藤、和田） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 
根木 桂三 専門家（環境政策） 

 
4） 入手資料 
・Ujang Solihin Sidik 氏作成説明用パワーポイントハンドアウト（インドネシアの廃棄物の発

生・処理現況） 
 
5） インタビュー概要 
・3 年前に一般廃棄物管理法の法案を作成した。現在、省庁間調整を終了し、国会で議論され

ている［→2008 年 5 月に成立］。一般廃棄物管理法の要諦は 3R 重視、EPR 推進である。EPR
の対象は容器包装を想定している。当初案から若干の条項の追加・修正を行っている（条項

6－18）。現在の論点は料金体系のあり方である1。 
・インドネシアの廃棄物は年 4％で増加している。消費パターンの変化が原因だ。これまでは

End of Pipe の対策が中心であったが、これからは新法の下で、排出源対策、特に分別を含む

3R の推進を重視したい。市県のキャパシティー・ディベロップメントが重要と考えている。 
・資料にあるように（手交されたパワーポイント）、すべての固形廃棄物のうちの 48％が家庭

系、24％が市場、9％が小売店、オフィスが 1％、残りは産業系である。都市ごみの 65％が

コンポスト可能な生ごみであり、コンポストの推進がごみ減量に有効と考えている。生ごみ

の 40％は埋立処分（ほとんどがオープンダンピング）、8％が自家処理、2％がコンポスト・

リサイクル、35％が野焼き、15％が河川、道路、公園などへの不法投棄である。 
・これに対して、今後は 3R の推進、焼却・バイオガスなど埋め立てに代わる処理に関心をも

っている。 
・今後は、新法の下でのガイドライン作成、EPR システムの設計、コミュニティの参加促進、

インセンティブの設計を検討したい。特に、インセンティブの設計としては、製造者に対す

るインセンティブを EPR に盛り込めないかと考えている。EPR に参加する企業には減免措

置を講ずるなどである。 
・公共事業省には施設構造基準を含むインフラ整備を期待したい。環境省は基準づくりなどを

行う。 
・地方分権推進政策下で地方政府に 5 年間の猶予期間を与えたが、何も改善されていないと感

じており、これからは中央政府も地方政府のキャパシティー・ディベロップメントを進めな

                                                        
1 詳細は追加調査必要。 
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がら、主体的に関与していきたいと考えている。例えば 2 年前に導入した DAK 制度はその

ひとつだ。 
  
（7）Secretary to the Minister 

1） 日 時 
2008 年 2 月 26 日（火）13:00～14:00 

 
2） 場 所 
インドネシア環境省オフィス 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
Mr. Arief Yuwono. MA., Ministry of the Environment 
Drs. Imam Hendargo A. I. MA., Bureau for Planning and International Cooperation, Ministry of the 
Environment 
Ms. Daisy Joyce Indra Aswandy, Bureau for Planning and International Cooperation, Ministry of the 
Environment 

b） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、天野、川田、谷口、工藤、和田） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 
根木 桂三 専門家（環境政策） 

 
4） 入手資料 
な し 

 
5） インタビュー概要 
・現在、環境省は温室効果ガス削減に力を入れつつある。バリ会議の影響だ。気候変動センタ

ー、国家気候変動委員会などを置く予定だ。 
・JJ 統合は技術支援と円借款の一貫性が強まるので歓迎する。 
・地方分権の推進により、かなりの行政分野が地方政府に委譲された。地方政府のキャパシテ

ィー・ディベロップメントが依然として非常に重要な課題である。 
・水質汚濁、廃棄物いずれも等しく重要な政策分野であるが、DAK は水質汚濁に若干厚めに

割り振っている。 
・DAK は BAPPENAS と協力して一般的 Criteria、テクニカル Criteria、特別 Criteria によって

市県に Allocate している。すべての市県が DAK を得るわけではない。 
・廃棄物については広域処分場の設置が重要と考えている。 
・東京の JICA 事務所を訪問した際、事務所における率先行動に感銘した。環境省でも開始し

たが、積極的に他の事務所にも広げていきたい。 
・部署間連携は政策立案―実行―評価のサイクルのなかで行っている。また、日常的な情報交

換も十分行われていると考えている。 



 －135－

（8）Deputy II Deputy for Environmental Pollution Control 
1） 日 時 

2008 年 3 月 6 日（木）9:30～10:30 
 
2） 場 所 
インドネシア環境省オフィス 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
Drs. Moh. Helmy, Assistant Detyty for Manufacture Pollution Control, Deputi II Deputy for 
Environmental Pollution Control 
Mr. Ujang Solihin Sidik, Assistant Deputy for Small Scale Enterprises & Domestic Waste Pollution 
Control, Deputi II Deputy for Environmental Pollution Control 

b） 当 方 
調査団（和田） 

 
4） 入手資料 
・一般廃棄物管理法案（環境省による仮訳、英語） 
・3R 推進戦略計画（環境省による案、現在協議中、英語） 

 
5） インタビュー概要 
・資料入手を兼ねて追加のインタビューを行った。 
・現在 3R 推進戦略を Millennium Development Goal の下で作成しているところだ。数値目標は

ごみ減量率 60％としているが、過大と考えており、現在修正作業中だ。 
・ただし、現在環境省が進めている実際のパイロットプロジェクトでの実績では、60％には及

ばないものの、高い減量効果が得られているのも事実だ。 
・パイロットプロジェクトは Jombang、Magelang、Tasikmalaya（Singaparna）の 3 ヵ所で実施

している。いずれも 20～30 万人の小規模な都市だ。 
・Jomban では 25％の減量率を既に達成しており、Magran では 20％の減量率を目標として設

定している。また、Tasikmalaya では 80％程度減量されているとみられる。 
・RPJM 下での環境省の戦略計画が定められていた当時はごみ問題が注目されておらず、同戦

略計画にもあいまいな表現しかなされておらず、数値目標は盛り込まれていない。 
  



 －136－

５－７ 公共事業省人間居住総局（PU Cipta Karya） 

（1）関係課長との意見交換（その 1） 
1） 日 時 

2008 年 2 月 19 日（火）13:00～15:30 
 
2） 場 所 
インドネシア公共事業省人間居住総局オフィス 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
Ms. Kati Andraini D. (Head of Sub Directorate of Trash & Drainage System Development (Subdit 
Pengembangan Sistem Drainase & Persampahan) 
Ir. Dodi Krispatmadi, M.Env.E, Section of Establishing & Facility Regional II (Seksi Pembinaan dan 
Fasilitas Wilayah II), Sub Directorate of Trash & Drainage System Development (Subdit 
Pengembangan Sistem Drainase & Persampahan) 
Ir. Djoko Mursito, M.Eng, MM, Head of Sub Directorate of Technical Planning & Regulation 
(Subdit Perancanaan Teknis & Pengaturan) 
Ir. Prasetyo, M.Eng, Section of Planning (Seksi Perencanaan), Sub Directorate of Technical Planning 
& Regulation (Subdit Perancanaan Teknis & Pengaturan) 
Ir. Handi B Legowo, MSES, Head of Sub Directorate of Waste Water System Development (Subdit 
Pengembangan SistemAir Limbah) 
Ir. Emah Sujimah, MT, Section of Establishing & Facility Regional II (Seksi Pembinaan dan 
Fasilitas Wilayah II), Sub Directorate of Waste Water System Development (Subdit Pengembangan 
SistemAir Limbah) 

b） 当 方 
調査団（工藤、和田） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 

 
4） 入手資料 
• Best Practice, Leaflet, Poster（CDROM） 
• 3R ガイドライン（CDROM） 

 
5） インタビュー概要 
• 一般廃棄物管理法の成立のあとに省庁間の役割分担が Governmental regulation で規定される

ところ、新法の成立を待っているところだ。［→2008 年 5 月に成立］ 
• 公共事業省としては、3R 推進、民間の巻き込み、自治体の能力強化、コミュニティの能力

強化、組織開発に力点を置いて政策を展開している。 
• なかでも 3R 推進については 3 つの関連ガイドラインを作成しており、これを用いて市・県

を指導しているところだ。3R 関連ガイドラインは 3R の進め方を示したものである。なお、
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現在 3 つのガイドラインのうちの 2 つは改訂中である2。 
・2008 年度の事業として、原則 1 州 1 ヵ所の 3R パイロットプロジェクトを企画している。33

州あるので、33 余のパイロットプロジェクトが形成されることとなる。パイロットプロジ

ェクトは周辺の市・県に伝播していくことを期待している（replication）。 
・財政補填も市・県、州に対して行っている。市・県を対象としたものは DAK と呼ばれるも

ので、州を対象としたものは Decentralization budget と呼ばれるものだ。仕組みは環境省と

同様である。DAK は総額 1 トリリオンルピア（約 130 億円）であり、このうち 25％がごみ・

汚水に割り振られている（残りは上水関連）。パイロットプロジェクト実施経費もここに含む。 
・また、衛生埋立処分場の建設も急務だ。財政制約により、建設費用は中央政府と地方政府で

分担することが前提となっている。プライオリティーは都市の規模（大都市優先）と地方政

府のコミットメントを重視して設定する。要は裨益効果の高いところで、やる気のあるとこ

ろを優先するということだ。 
・なお、市内に処分場用地が確保できない場合には、広域処分場の建設を重視するが、現在は、

これに固執するものではない。広域処分場の建設の難しさを痛感したからである3。 
・さらに、過去の経緯を考慮して一部の衛生埋立処分場建設費用は海外の Financing agency か

ら調達することを予定している。日本にはマミナサタ広域処分場建設事業（マカッサルを中

心とする 1 市 3 県）とジャカルタにおける中間処理施設の建設事業を予定している（いずれ

も SAPROF が終了した段階）。また、世界銀行には西ジャワ環境管理プロジェクト（WJEMP）
で計画された Jabodetabek 処分場（対象地域：ジャカルタ南部、Bogor 市、Bogor 県、Depok
市）、Greater Bandung 処分場へのソフトローンを期待している。なお、バリの Bangli、北ス

ラウェシの Gorontalo については緊急性が高いと考えているが、自国の予算で建設する予定

である。スラバヤについては案件が上がってきていない。 
・新 JICA に期待したいのは専門家派遣などによる技術支援である。なかでも 3R 関連技術支

援、オープンダンピングサイトのリハビリテーションへの技術支援を期待したい。いずれも

終形は分かるが、何から手をつけて、どのような手順で実施していったらよいかが分から

ない。なお、リハビリテーションについては 2008 年度 50 ヵ所を手がける予定である。 
  
（2）Head of Sub Directorate, Foreign Cooperation & Investment Scheme Div. 

1） 日 時 
2008 年 2 月 21 日（木）15:00～16:00 

 
2） 場 所 
インドネシア公共事業省人間居住総局オフィス 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
Ms. Ir. Rina Agustin I, MURP, Head of Subdirectorate, Foreign Cooperation & Investment Scheme Div. 
他 1 名 

                                                        
2 記録者注：このあたり、環境省との政策オーバーラッピングが見られる。Decentralization 以降の代表的な混乱のひとつだ。 
3 おそらく世界銀行が実施した West Java プロジェクトと考えられる。このプロジェクトで形成された案件は現在止まっている。 



 －138－

b） 当 方 
調査団（和田） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 

 
4） 入手資料 
・ADB による首都衛生管理保健プロジェクト（Metropolitan Sanitation Management and Health 

Project：MSMHP）の対象地域選定関連資料 
 

5） インタビュー概要 
・ADB が実施している MSMHP ではごみと排水を対象として、マカッサル、メダン、ジョグ

ジャカルタでプロジェクトを行うこととした。廃棄物については、既存処分場のリハビリテ

ーションと拡張、収集車両の調達などのコンポーネントから成り、排水についてはマカッサ

ルでは処理施設の新設、メダン、ジョグジャカルタでは接続管の整備を対象とする。現在、

これらの対象地域にバンドンを追加しようと考えている。 
・MSMHP の対象地域は当初から決まっていたものではなく、公共事業省がスクリーニングし

て決めたものである。まず、21 の大都市（Metropolitan）を Long List として準備。そのなか

から物理的な制約などを考慮して、公共事業省が 10 都市に絞り込み。ここで、費用負担な

ど地方政府の役割を示して、それを受け入れたところを対象とした。このようなスクリーニ

ングの試みは初めてであったが、地方分権化が進行しているなかで有効な手段と考える。採

択した 3 都市以外に対しても意識醸成効果はあったものと考える。スクリーニングのために

省庁間連携も行っており、特に衛生省との連携は重要と考えている。21 大都市とは、Jakarta、
Bandung（○）、Cimahi、Bogor、Depok、Bekasi、Tangerang、Makassar（○）、Yogyakarta（○）、

Semarang（○）、Surabaya（○）、Medan（○）、Palembang（○）、Cirebon（○）、Binjai（以

上、市）、Bandung、Bantul、Sleman、Gresik、Sidoarjo、Bogor（以上、県）である。○のつ

いた都市に、Batam 市、バンジャルマシン市を加えて、絞り込まれた 10 都市となる。 
・やる気のある地方政府は先の大都市のなかで Jakarta 特別州を除き、Surabaya（ジャワ島）、

Palembang（スマトラ島）、Medan（スマトラ島）である。ただし、パレンバンは洪水問題を

抱えており、現在では廃棄物のみが対象となり得る。また、大都市ではないが、Banjarmasin
（カリマンタン島）、Balikpapan（カリマンタン島）も候補になり得る。 

・公共事業省としては地方政府の意識改革を第一優先課題とし、衛生省（環境衛生総局）とも

連携しながら、優良事例の創出に力点を置いていきたい。 
・既存処分場の評価活動も地方政府を刺激する方法として有効と考えている。そのためにも、

公共事業省に 1 人以上の専門家の配置を希望する。 
・衛生埋立処分場の建設は地方政府の意識改革の次の課題として重要だが、借款はケースバイ

ケースで利用し、基本は国家予算で賄おうと考えている。 
・家庭からの有害廃棄物の処理は都市ごみ全体の適正処理という大きな課題に比較すると小さ

い。 
・世界銀行の WJEMP は第 1 フェーズを終えたところで、第 2 フェーズに向けて準備が進めら

れているところだ。もはやスタックしているとはいえないと考える。しかしながら、世界銀

行のローンがどこまでをカバーするのかは微妙で、円借款の可能性は捨てきれない。ジャカ



 －139－

ルタを対象とした JBIC による ITF SAPROF （Intermediate Treatment Facility）の第 2 フェー

ズと合わせて検討する可能性はゼロとはいいきれない。 
・かつては広域処分場整備にこだわったこともあったが、これは必ずしも法定事項ではなく、

現在はその難しさが分かった。むしろ、国から地方への所有権移転のための受け皿となる主

体形成の方が重要であると考えている。 
  
（3）関係課長との意見交換（その 2） 

1） 日 時 
2008 年 2 月 28 日（木）13:00～15:00 

 
2） 場 所 
インドネシア公共事業省人間居住総局オフィス 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
Ir. Djoko Mursito, M.Eng, MM, Head of Sub Directorate of Technical Planning & Regulation 
(Subdit Perancanaan Teknis & Pengaturan) 
Ir. Prasetyo, M.Eng, Section of Planning (Seksi Perencanaan), Sub Directorate of Technical Planning 
& Regulation (Subdit Perancanaan Teknis & Pengaturan) 
Mr. Daru Sukauto, Head of Foreign Cooperation Section, Directorate of Program Division 
Ir. Handi B Legowo, MSES, Head of Sub Directorate of Waste Water System Development (Subdit 
Pengembangan SistemAir Limbah) 

b） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、谷口、工藤、和田） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 

 
4） 入手資料 
・公共事業省の政策と戦略計画（水） 
・ 低生活水準確保のためのサービス提供ガイドライン（JICA インドネシア事務所翻訳中） 
・公共事業省戦略の説明資料（ごみ、水）（パワーポイント） 

 
5） インタビュー概要 
・各ドナーと衛生分野の公共事業省のロードマップの検討に着手したところである。JICA、

JBIC も参加。 
・RPJM の下に、公共事業省政策と戦略計画を定めている。数値目標も記載されている。 
・新地方自治法（No. 22/1999、No. 32/2004 改訂）が市・県の都市ごみ処理責任を規定してい

るが、市・県のキャパシティー・ディベロップメントが課題だ。 
・ 低生活水準確保のためのガイドラインに週 2 回以上はごみ収集サービスを提供すると規

定されている。 
・衛生分野での政策の優先順位は上水供給にある。ごみ・水質汚濁は上水供給と比較すると優
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先順位は低い。さらに都市ごみは一応サービスが提供されているが、都市廃水についてはま

だまだ今後の課題となっている。都市廃水については成果をあげることが難しいので、都市

ごみから着手していくのがよいと思う。 
・オープンダンプのリハビリテーションガイドラインは存在していないので、策定が急務とな

っている。 
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５－８ 工業省 

1） 日 時 
2008 年 2 月 25 日（月）10:00～12:00 

 
2） 場 所 
インドネシア工業省会議室 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
Mr. Kurnia Hanafiah, Head of Environmental Division, Centre for Resources, Environment and Energy 
R&D, Ministry of Industry 他 4 名 

b） 別途調査団（同席） 
財団法人ひょうご環境創造協会 住友 聡一 総務部次長兼環境技術部次長 
財団法人ひょうご環境創造協会 林 建佑 環境技術部環境共生課 
アジア経済研究所 小島 道一氏 

c） 当 方 
調査団（和田） 

 
4） 入手資料 
・工業省戦略計画（インドネシア語） 

 
5） インタビュー概要 
・工業省本局は工業団地部、エネルギー部、環境部の 3 部から成る。 
・GAP ではゴム工場からの廃水対策、悪臭対策、西ジャワでの公害防止管理者制度、エネルギ

ー管理者制度の創設などの支援を受けており、いずれも良好に推移している。ゴム工場は周辺

住民からの苦情も多く、工場管理者に改善のニーズがあり、さらに改善によって経費削減にも

つながったことから実施に拍車がかかっている。廃棄物への対策はセミナーを行う程度で、今

後は力を入れていきたいと考えている。 
・工業省が環境関連の指導を行う根拠法は工業法である。本法律は工場の資源節約義務を規定し

ている。 
・工業省としては、環境省（クリーナープロダクション担当、B3 廃棄物担当）から Performance 

Rating Program（PROPER）の成績が悪い企業について指摘があることがあり、個別に指導を

している。B3 廃棄物の処理は適正に行われていると考えるが、処理経費の削減のための代替

ルートを検討している。例えば、繊維産業からの顔料含有汚泥などである。 
・環境省からは、有害性の低いものについても高い処理水準を求められており、産業界としては

規制緩和を求めてきている。B3 廃棄物の種類を見直すべきだとの意見も強い。現在は個別企

業の個別プロセスについて B3 をはずしてもらうケースが少し出てきている。例えば、鉄鋼工

場における自家発電所から排出される石炭灰などである。 
・本来、プラスチック、鉄鋼、製紙などの原課から業界団体への環境改善協力が要請されるべき

と考えられるが、原課にとって環境改善のニーズは低く、有効なチャネルとしては機能してい
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ない。今後の課題である。公害に悩むゴム産業への取り組みは例外であり、対応について原課

から要請があったものである。ゴム産業においては 3R についてのニーズもある。 
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５－９ DKI ジャカルタ 

1） 日 時 
2008 年 2 月 28 日（木）10:00～12:00 

 
2） 場 所 

DKI ジャカルタオフィス会議室 
 
3） 出席者 

a） 先 方 
Ms. Wahyu Pudjiastuti, Sub dinas Bina Program, Dinas Kebersihan, DKI Jakarta 
Mr. Yuli Hartono, Sub dinas Bina Technical Operation, Dinas Kebersihan, DKI Jakarta 
Mr. Ardi Chandra, Sub dinas Bina Technical Operation, Dinas Kebersihan, DKI Jakarta 
Mr. H. Subiyanro, Staff of landfill site 

b） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、天野、川田、谷口、和田） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 

 
4） 入手資料 
・今後の DKI ジャカルタの施設整備を中心とするハンドアウト（パワーポイント） 

 
5） インタビュー概要 
・1980 年代後半に JICA の協力で実施したマスタープラン策定調査（計画期間は 1987～2005）
の改訂が必要となっており、日本に依頼したい。このマスタープランは世界銀行の WJEMP の

なかでレビューされたが（2006 年終了）、満足していない。もっと詳細なマスタープランがほ

しかった。 
・同マスタープランに基づいて、中継施設の整備、 終処分場の整備などを推進してきた。2 ヵ

所の 終処分場を建設する計画であったが、1 ヵ所（ブカシ）しか建設できなかった。今後は、

中間処理を積極的に建設していきたいと考えており、コンポスト、メタン発酵、焼却を含む複

合中間処理施設に関して JBIC の SAPROF がちょうど完了したところである。既に Dinas から

BAPPEDA（開発局）Jakarta に要請のオフィシャルレターを発行しており、BAPPEDA Jakarta
が BAPPENAS に正式要請するのを待っているところだ。ブルーブックにはまだ掲載されてい

ない。ちなみに外国のドナーとは DKI Jakarta の BAPPEDA を通じてプロジェクトを展開する

仕組みとなっている。 
・DKI ジャカルタに関連して Jabodetabek、Greater Bandung を対象とした世界銀行の WJEMP で

は、焼却・埋め立てなどを広域で整備するプランが検討されたが、これは公共事業省が主体と

なって進めており、現在のステイタスは不明である。少なくとも現在のところ広域推進組織は

形成されていない。 
・DKI ジャカルタにおけるごみ収集率は 85％から 90％である。更に向上させたい。また、3R に

よって 5％の減量を実現する計画をもっており、数十ヵ所でコミュニティ主導型のパイロット

プロジェクトを実施している。 
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• 現在のごみ処理費用総額は 710 ビリオンルピアであり、1 トン当たり約 2,000 円程度である。 
• 2007 年の州知事選で就任した新知事は元副州知事なので、政策の変更は少ないと考える。 
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５－10 スラバヤ市 

（1）在スラバヤ日本国総領事館 
1） 日 時 

2008 年 2 月 27 日（水）8:30～9:30 
 
2） 場 所 
在スラバヤ日本国総領事館総領事室 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
佐藤 昭治 総領事、鈴木 勇志 領事 

b） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、天野、川田、谷口、工藤、和田） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 

 
4） 入手資料 
な し 

 
5） インタビュー概要 
・東ジャワ州は地方分権の模範地域として注目されている、十分な背景人口がある、重要な政

治家を多く輩出しているなど、東ジャワ州を調査対象とすることは妥当と考える。 
・KITA のスラバヤへの投入は非常に有効に機能しており、市長も含めて関係者の評価は高い。

現在、市長は北九州の紫川の浄化の成功事例に思い入れをもっており、現在河川浄化を積極

的に推進している。現市長はリーダーシップをもっており、環境に積極的だ。現市長になっ

てから、まちの美化が進んだといわれている。今後 7 年は市長選はない。事務方のキャパシ

ティーは確認する必要があると思う。 
・一般に、インドネシアには計画性に欠く、衛生観念を欠くというウィークポイントがあると

感じている。 
・スラバヤで成功すればその優良事例は他の市・県に伝播すると思う。その素地はある。 

  
（2）スラバヤ市環境局（EPA Surabaya） 

1） 日 時 
2008 年 2 月 27 日（水）10:00～12:00 

 
2） 場 所 
スラバヤ市役所会議室 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
Mr. Togar Arifin Silaban, Chief of Environmental Protection Agency, City of Surabaya (EPA 
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Surabaya) 
Ir. Chamidha, MT., Head of Environmental Improving Quality, EPA Surabaya 
Ir. Alexandre. S., MT, Head of Subsection Environmental Improving Quality, EPA Surabaya 
Sudasi, ST, Dinas Cleansing and Landscape Department (DKP), Surabaya 
Dwi Ratna, S. Si, MM, City Development Planning Agency (BAPPEDA), Surabaya 
Wisnu Wibowo, BAPPEDA, Surabaya 
Mr. Scutot Elco Pasijatuo, Individual Consultant hired by Bina Program, Directorate General of 
Human Settlements, Ministry of Public Works, Jakarta 
Dian Triastuti Rm, ST, Bina Program, Directorate General of Human Settelements, Ministry of 
Public Works, Jakarta 
Tun Ahmad Gazali, SH. M-Eng, BAPPEPROF Jatim 
Aline, SAJKER, PLP 

b） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、天野、川田、谷口、工藤、和田） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 

 
4） 入手資料 
なし（生活廃水対策基本計画などを閲覧） 

 
5） インタビュー概要 
・スラバヤの夜間人口は 270 万人、昼間人口は 350 万人に及び、インドネシア 大の都市であ

る（ジャカルタは特別州であり市ではないと考えれば）。 
・ごみは美化局が行っており、廃水は EPA が所管している。 
・住民のほとんどはセプティックタンクに依存しているが、汚泥の管理は極めて不十分であ

る。現在議会でも規制を検討中である。 
・1996 年から 1997 年には都市廃水改善のための基本計画、行動計画を策定し、汚泥処理施設

の建設を世界銀行に要望したが今日現在、採択されていない。 
・KITA の協力は 2000 年から受けている。コミュニティ主導のコンポストから始めた。現在

では、ほぼ全コミュニティに広がっており、ごみ減量に大いに貢献している。コンポスト装

置は 20 万基入っている。この取り組みはインドネシア全国に広がっている。普及のために

は City Association の役割が重要と考える。1 年に 1 回、経験の共有のための場がもたれてい

る。 
・日本の海外環境コンサルタント協会では、コミュニティ主導のコンポストの有効性に着目し

て、本取り組みがクリーン開発メカニズム（CDM）事業とならないかという検討をしてい

る。埋立ガスの回収よりも効率的と考える。 
・ごみ埋立場は西に 40km 離れたところに 1 ヵ所ある。東部にもう 1 ヵ所建設する予定であっ

たが（JICA 開発調査の提案）、果たせないでいる。 
・公共事業省の技術協力と DAK を活用して、河川に投棄されたごみをトラップする仕組みを

実験中である。 
・スラバヤの事業は 2006 年から 2010 年を対象とする RPJM に基づいている。ここに定められ
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た事業は市の予算によって実行可能であることを原則としており、海外ドナーも含めて他か

らの予算は当てにはしていない。現在 20 年間の計画期間をもつ長期計画を検討中であり、

今後は多様な財源の活用を検討していきたいと考えている。 
・ADB の MSMHP の対象都市として選定されることを期待していたが、選定対象から外れた。 
・今後は衛生埋立処分場の建設が必要となるが、市内に用地を確保できないので、広域処分場

とならざるを得ない。スラバヤ広域都市圏としてグルシック県、シドアルジョ県と連携する

ことが妥当であろう。既に州政府は候補地の検討に着手したところだ。 
  
（3）スラバヤ市ごみ埋立処分場（Lahan 終処分場） 

1） 日 時 
2008 年 2 月 27 日（水）13:00～15:30 

 
2） 場 所 
スラバヤ市スラバヤ市役所会議室 

 
3） 視察者 
調査団（天野、川田、和田） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 

 
4） 入手資料 
・埋立地平面配置図 

 
5） 施設概要 
・立地は貝等の養殖池の一部。周辺に民家は少ない。 
・日搬入量は 6,000m3、約 3,000 トン。2001 年オープン。埋立容量は 240 万 m3、37ha。今後 3

年間使用可能。 
・トラックスケールあり、遮水シートはなし、水処理施設はあり、土堰堤施工あり、転圧あり、

周回ドレイネイジあり、終了区画ファイナルカバーあり・緑化あり、コンクリート製の投入

プラットホームあり、トラックスケールあり、周回フェンスあり。 
・水処理フローは、ラグーン酸化→ばっ気→薬液注入→沈殿分離である。 
・ウェイストピッカーは 800 名。重機と共存して仕事をしており、危険な状態も見られた。 
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５－11 ドイツ技術協力公社（GTZ） 

1） 日 時 
2008 年 2 月 19 日（火）10:00～11:00 

 
2） 場 所 
インドネシア環境省オフィスにおける GTZ の ProLH プログラムオフィス 

 
3） 出席者 

a） 先 方 
Ms. Verena Streitferdt, ProLH 

b） 当 方 
調査団（和田） 

 
4） 入手資料 
・ProLH パンフレット 

 
5） インタビュー概要 
・ProLH はインドネシアの中小企業における環境対策を展開するためのプログラムの名前であ

る。1999 年から 2003 年までは第 1 フェーズ、2004 年からは第 2 フェーズとして活動を行って

きており、2008 年 12 月には終了する予定である。 
・主として中小企業の水、エネルギーの節約により、コスト削減になることを強調し Cleaner 

Production として展開することを支援してきている。水、エネルギー 適化のためのツールを

開発し、環境管理システムがうまく機能するように仕掛けている。これまで豆腐工場、バチッ

ク工場を対象としてきた。廃棄物についての取り扱いはない。特に Semalan においては中小企

業の産業クラスターを形成し、クラスターにおける水、エネルギーの 小化を実施した。 
・エコラベリングについては 2004 年に評価のための基準を環境省に引き渡したあとは活動を行

っていない。 
・復興金融公庫（KfW）は環境向けのソフトローンを公共事業省と協議中である。 
・現在 GTZ は温室効果ガス削減プログラムを検討中であり、BAPPENAS との協議に入ってい

る。ProLH は 2008 年 12 月には終了するが、温室効果ガス削減プログラムのチームにおいて

ProLH のリソースが活用されることが期待されている。 
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５－12 アジア開発銀行（ADB） 

1） 日 時 
2008 年 2 月 22 日（金）9:00～10:00 

 
2） 場 所 

ADB ジャカルタオフィス 
 
3） 出席者 

a） 先 方 
Mr. Rudolf Frauendorfer, Senior Urban Development Specialist Infrastructure Division, Southeast Asia 
Department, Asian Development Bank（ADB マニラから出張中） 

b） 当 方 
調査団（和田） 

 
4） 入手資料 
・Metropolitan Sanitation Management and Health Project（MSMHP）の 終報告書案（DFR）をリ

クエストしたが提供されなかった。 
・National Solid Waste Management Project（SWIP）の情報をリクエストしたが詳細不明につき提

供を受けていない。 
 
5） インタビュー概要 

・SWIP については知らなかった。調べて何か分かったら追って連絡する。 
・MSMHP は案件形成プロジェクト（PPTA）の DFR が完了したところだ。このプロジェクトで

は、5 都市で City Sanitation Strategy（CSS）及びそのなかから 3 都市で Subproject Appraisal Report
（SPAR）を策定することを予定していた。 

・MSMHP では、まずすべての 22 の大都市に関心を尋ね、これを 10 都市に絞り込み、10 都市

の現状把握を行って、更に 4 都市（バンドン、メダン、ジョグジャカルタ、マカッサル）に絞

り込んだ。このうち、バンドン市はワーキンググループの設置などの Requirement をコミット

できなかったので、候補から落とし、それ以外の 3 市を選定した。 
・絞り込みの段階では公共事業省とコンサルタントがうまく連携できたと思う。対象都市に適宜

セミナーなどの機会をとらえて、当該セクターの情報をインプットし刺激を与えるように努めた。 
・MSMHP は当該分野に限定した Independent Program であるが、今後本プロジェクトで形成した

ネットワークを Multi-Tranche Financing Facility（MFF）のなかで実現させていきたいと考えて

いる。MFF とは、インドネシアを含み、インド、パキスタンなど多数国を対象として、道路、

電力など都市インフラ整備に活用されるもので、現在総額 90 億米ドルが用意されている。 
・今回複数都市を対象としてコンサルタントを雇用して、CSS 及び SPAR を作成し、これから事

業の Appraisal に入っていくが、このコンサルタントは原則採択されたプロジェクトの参加資

格がある。ただし、DD まで実施した場合には、参加資格はないというのが ADB のポリシー

であるが、今回はこれには当たらない。 
・今後の重要分野として家庭から排出された有害廃棄物問題の重要性を指摘したい。 
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５－13 復興金融公庫（KfW） 
1） 日 時 

2008 年 3 月 3 日（月）16:00～17:00 
 
2） 場 所 

KfW ジャカルタオフィス 
 
3） 出席者 

a） 先 方 
Mr. Bjoern Thies, Project Manager, Water and Vocational Training Asia, kfw（フランクフルトから出

張中） 
b） 当 方 
調査団（工藤、和田） 

 
4） 入手資料 
・KfW Environment and Forestry Projects (as of January 2008) 

 
5） インタビュー概要 
・ごみの分野で特段のプロジェクトはない。アチェを対象とした様々なプロジェクトのなかで無

償資金援助などの例はあるが、規模は小さく、ごみの 終処分場など比較的大きな貸付が必要

なプロジェクトは存在していない。 
・ProLH の活動は承知しているが、支援対象が民間企業であり、貸付をしづらい状況にあり、技

術協力（TA）にとどまっていると認識している4。 
・現在注目しているのは温室効果ガス削減プロジェクトである。本プロジェクトを通じて、ごみ

関連施設への融資も可能であると考えるが、排出削減保障（CER）の取得を 優先と考えると、

公害防止の視点やサステナビリティの視点を欠きかねないため、この点について内部で議論し

ているところである。また、第一約束期間終了まで 5 年程度であり、どの程度魅力的な融資と

できるかが課題となっている。ごみ関連施設としては、衛生埋立建設、既存埋立地からのメタ

ンガス回収・利用、機械選別・生物処理などが考えられる。ごみ焼却発電についてはいろいろ

なプロジェクトがあることは承知しているが、財務的に Feasible ではないと思う。 
・また、アジア全体を対象として、ADB と協力した CDIA プロジェクト（City Development Initiative 

in Asia）を検討中である。このプロジェクトは、エコロジカルシティという概念も含んでおり、

限定はされるが廃棄物関連プロジェクトにつながる可能性もある。 

                                                        
4 日本貿易振興機構・アジア経済研究所『アジア各国における産業廃棄物・リサイクル政策情報提供事業報告書』（経済産業省委託）、

2007年によればKfWは公害防止やクリーナープロダクションを行う中小企業に低利融資を行うためのグラントを提供していると

いうことであるが、KfW でのインタビューでは把握できなかった。 
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６．インタビュー記録（都市排水） 

 
６－１ JBIC ジャカルタ駐在員事務所 

1） 日 時 
2008 年 2 月 18 日（月）午前 

 
2） 先 方 
傳田 剛 駐在員、 北村 恵子 専門調査員 

 
3） 当 方 
調査団（和田、工藤） 

 
4） 概 要 
・環境整備に遅れをとっているインドネシアに対し、国のレベル、地方自治体に適合する手法を

配慮し、この社会の要求に応えるべくスタンスをとっている。 
・2008 年度でインフラ整備、人材育成に関する事業を大きく進める政策方針を計画している一

方、地球温暖化対策にかかわる環境改善の指導をインドネシアに広めていく方針である。〔イ

ンドネシアクリーン開発メカニズム（CDM）政策への支援〕 
・環境整備関連事業として北スマトラ州・メダン市のデリ川防災工事から引き継いだ形で、2008

年まで廃棄物処理事業として現在も継続の状況にある。本事業の本来の目的からは大きく外れ

るが、関連の業務という位置づけで、河川浄化とごみ問題に関する事業も並行して展開してい

る。 
・その他デンパサール市の下水道整備に関しても継続事業ではあるが、下水道配管工事に関する

事例であり汚水処理場に関する事例ではない。 
・（ジャカルタ市・バンドンにおけるプロジェクト説明を受ける） 
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６－２ 環境省（KLH） 

（1）Deputy III 
1） 日 時 

2008 年 2 月 18 日（月）午後 
 
2） 先 方 

Ir.Antung Dedy, Assistant Deputy for Lake  
 
3） 当 方 
調査団（工藤） 

 
4） 概 要 
・水都市環境の視点からみると、大きく環境改善の展開はみられない。特に生活系の排水に関

しては、幾度となく JICA の技術支援を受けながらも具体的な対策に欠け、河川湖沼の大き

な汚染源となっている。 
・工場排水に関しては、PROKASIH（河川浄化プログラム）制度に基づくランキング制度が少

しずつ成果をあげ、 優秀の“金”はまだ出ていないが次にランクされる“赤”は、ほとん

ど外資系の会社であるが 200 社に近いところまできている。 
・この制度に工場に対する法規制権限はないので、各工場の自主的な対策に任せるか、改善・

対策の教育指導等を通して河川への汚濁負荷を削減しなければならない。 
・インドネシアには代表的な河川が 33 ヵ所あるが、上流域の汚染度の低い河川は全体の 3％、

汚染河川は 56％に及ぶ。特に汚染度の高い河川は 8％に達する。 
・特に、上・下流域の汚染度の高い河川はジャカルタのチリウン川であり、西ジャワのバンテ

ンにあるシサダネ川がこれに続く。上下流とも中程度の汚染は西ジャワ州のシタルン川、ジ

ャンビ州のバタングアリ川である。 
・現在、主要 9 ヵ所の河川汚濁負荷に関する中長期的なマスタープランの作成を進めている。 

  
（2）Deputy II 

1） 日 時 
2008 年 2 月 18 日（月）午後 

 
2） 先 方 

Mohammad Helmy, Assistant Deputy Minister for Manufacture Waste Pollution Control 
 
3） 当 方 

調査団（工藤） 
 
4） 概 要 
・環境省（KLH）は PROKASIH の制度に基づいて施策を展開している家庭排水のみでなく、

マーケットや企業から排出するごみ・廃棄物にも力を入れていきたい。 
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・また、住民の水質汚染や廃棄物に対する教育・意識改革に力を入れていく。将来、ホテル、

発電所のような大企業の汚水管理も視野に入れている。 
・具体的には、インドネシア政府が水環境に留意している地域は南カリマンタン州 Banjarmasin 

市の汚濁負荷削減であり、汚水管理にコミュニティの参加を促すことである。 
・Banjarmasin の都市整備計画に対し、中央政府から都市水環境管理の国家予算が割り当てら

れた。 
・2007 年、他の省庁のなかで、工場排水管理プログラムがいくつかの市地域で焦点が当てら

れた。このプログラムでは 2008 年も引き続き Banjarmasin 市がターゲットとなっている。 
・このプロジェクトの支出は家庭排水や工場排水からの汚水負荷を軽減し、家庭ごみの管理を

強化することで市の 5 大河川の水質改善に寄与する。 
① マルタプラ（Martapura）川 
② バリト（Barito）川 
③ アンダイ（Andai）川 
④ ペカプラン（Pekapuran）川 
⑤ ケラジャン（Kelayan）川    

以上の 5 つの河川が対象となる。 
  
（3）Deputy III 

1） 日 時 
2008 年 2 月 25 日（月）15:00 

 
2） 先 方 

Ir.Antung Dedy R, Assistant Deputy for Lake and River Degradation Control Deputy for Minister for 
Nature Conservation Environment and Environmental Destruction Control 

 
3） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、天野、川田、谷口、和田、工藤） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 
根木 桂三 専門家（環境政策） 

 
4） 概 要 
・海域及び沿岸環境、森林破壊、湖沼・河川環境対策のほか、生物の多様性保全、機構変動対

策と多岐にわたる。 
・2025 年度を 終目標に河川水質について、32 河川（11 ヵ所）で PROKASIH 制度による環

境改善対策が実施され、優先順位の高い 9 ヵ所で 高位の金（ゴールド）をめざすという。 
・2000 年度に全国 77 ヵ所の流域であったが、現在半分以下が対象であり、そのうち環境改善

計画は 2 ヵ所のみができており、そのうちの 1 ヵ所の流域改善に ADB の融資が決定してい

る。 
・環境省の水環境保全計画についての質問に対する明快な回答はなされなかった。 
・対策による削減効果に対する明快な回答を得ることができなかったので、後日確認の必要が
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ある。 
・また、事業費等は具体的に計上されているかの質問に対しても回答が得られなかった。 

  
（4）Deputy VII 

1） 日 時 
2008 年 2 月 26 日（火）10:00～12:00 

 
2） 先 方 

Isa Karmisa Ardiputra, Deputy Ministry for Capacity Building and Technical Infrastructure 
Development 
Dra, Halimah Syafrul, M.Si 

 
3） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、天野、川田、谷口、和田、工藤） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 
根木 桂三 専門家（環境政策） 

 
4） 概 要 
・環境管理センター（EMC）、環境教育センターはこの所属であり、地方の 3 ヵ所に出先機関

があるが、現在強化されて 5 ヵ所になった。 
・各地方都市に年 2 回のモニタリングを実施し EMC に報告しているが、河川水の解析までに

は至ってない。 
・河川のモニタリングの整理を 2003 年から実施しているが、各州の水質測定の結果は 2004

年から環境白書に掲載している。 
・環境白書を入手（製本版と CD 版）したが、特に参考となる情報は入手できなかった。 

  
（5）Deputy II 

1） 日 時 
2008 年 2 月 26 日（火）11:00 

 
2） 先 方 

Dres, Moh. Helmy, Assistant Deputy II, Deputy for Environment Pollution Control 
Mr. Ujang Solihin Sidik, Assistant Deputy for Small Scale Environment & Domestic Waste Water 
Pollution Control, Deputy II Deputy for Environment Pollution Control 

 
3） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、天野、川田、谷口、和田、工藤） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 
根木 桂三 専門家（環境政策） 

 



 －155－

4） 概 要 
・わが国は日常的に家庭のごみを河川や公園や路上に捨てる習慣があり、ジャカルタ市内を流

れるチリウン川等に不法に投棄されるごみ全体の 15％にも及ぶ。また、全廃棄物のうち 48％
が生活系のごみである。排水管が未整備であることも原因するが、それらにマーケット系、

産業系のものが加わり、更に雨期には土砂等も堆積し配管内が目詰まりを起こし水質汚濁の

原因となっている。 
・ジャカルタだけの問題ではなく他の都市も同様な状況といえる。 
・河川水質汚濁防止法（PROKASIH）の指針に基づいて、一般市民への教育等も推進したいと

いう意向はあるが、具体的な実行はこれからである。 
・市民や産業の製造業者に対し、一定の改善策や法基準改正の構想を環境省は抱えており、中

央政府と地方自治体の更に密接な関連づけと、実施機関である公共事業省等への働きかけの

重要性は認識している。 
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６－３ 公共事業省人間居住総局（PU Cipta Karya） 

（1）1 回目 
1） 日 時 

2008 年 2 月 19 日（火）午後 
 
2） 先 方 

Ms. Kati Andraini D., Head of Sub Directorate of Trash & Drainage System Development (Subdit 
Pengembangan Sistem Drainase & Persampahan) 
Ir. Djoko Mursito, M.Eng, MM, Head of Sub Directorate of Technical Planning & Regulation (Subdit 
Perancanaan Teknis & Pengaturan) 
Ir. Handi B Legowo, MSES, Head of Sub Directorate of Waste Water System Development (Subdit 
Pengembangan Sistem Air Limbah) 

 
3） 当 方 
調査団（和田、工藤） 

 
4） 概 要 
・水環境保全に関する公共事業省の戦略について Ir. Djoko Mursito 氏からの説明があった。 
・当方から、日本における環境教育の例を述べたあとに、インドネシアでの一般住民への環境

教育に対する考え方を述べてもらった。 
・公共事業省はごみの 3R 活動に対する住民の意識を高めると同様に、汚水問題もパートナー

としての住民及び業界の積極的な参加を求めること。小学校教育を受けている低学年から環

境保全の重要性を認識させると同時に一般市民への水環境の重要性を教育すべきことは認

識しているとのこと。日本から持参した下水道事業の一般向けのパンフレットに非常に興味

を示していた。 
・公共事業省の都市下水業務上の問題点や事業の将来計画に対する質問に対し、公共事業省の

具体的な事業の展開や事業の予算を記載してあるパンフレットが提出された。（収集資料

No.20：Profil Penyehatan Lingkungan Permukiman 2006） 
  
（2）2 回目 

1） 日 時 
2008 年 2 月 28 日（木）13:00～15:00 

 
2） 先 方 

Ir. Djoko Mursito, M.Eng, MM, Head of Sub Directorate of Technical Planning & Regulation (Subdit 
Perancanaan Teknis & Pengaturan) 
Ir. Prasetyo, M.Eng, Section of Planning (Seksi Perencanaan), Sub Directorate of Technical Planning & 
Regulation (Subdit Perancanaan Teknis & Pengaturan) 
Ir. Handi B Legowo, MSES, Head of Sub Directorate of Waste Water System Development (Subdit 
Pengembangan Sistem Air Limbah) 
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Mr. Daru Sukauto, Head of Foreign Cooperation Section, Directorate of Program Division 
 

3） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、谷口、工藤、和田） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 

 
4） 概 要 
・公共事業省の環境衛生での優先事業は河川の汚染の要因となっている廃棄物対策であり、

汚水処理対策に関しては、各地域の下水道公社 PD PAL の状況から判断しても問題が大きす

ぎ、人口の大きい大都市にとっては、今後も引き続き検討課題である。 
・特に、下水道事業の配管網整備には投資費用が大きな障害となっている。 
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６－４ メダン 

（1）BAPEDALDA（メダン市地方環境管理局） 
1） 日 時 

2008 年 2 月 21 日（木）午前 
 
2） 先 方 

Ms.Rosiana Simarmata 課長 
Umandastgg 担当 

 
3） 当 方 

調査団（工藤） 
 
4） 概 要 
・環境省の管轄下、JICA の指導の下に実施したデリ川の水質調査結果はデータベース化され

保存されていたが、そのあとに続く対策まで結びついていない。また、それ以降の分析業務

は、デリ川の調査のような本格的、継続的で、発展的なモニタリング調査にまで結びついて

いない。担当者の説明では「予算を組むこと自体大変な人員と費用がかかり、月に 1 回程度

の分析が限度」とのこと。 
・中央政府からの十分な予算配分は望めないこともひとつの要因ではあるが、更に日本の対応

技術の教育が継続的になければこのまま立ち消えの可能性がある。 
・また、後日このセクションが抱えている環境保全に関するプロジェクトを具体的にあげ、問

題点を提出することになっている。現在 大の課題はデリ市の水がめともいえる Toba 湖の

環境改善であるが、JICA の支援による事業計画の展開を期待している。 
・Toba 湖の汚染は大きな問題と認識していながら、自発的な河川の調査（流域人口調査、河

川の規模、汚濁負荷、汚濁の物質の特定）は全く手つかずの状態である。 
・BAPEDALDA は湖水改善計画のモニタリング担当であるが、具体的な対象河川調査計画に

必要な分析要員、モニタリングに要する経費の積算、実施日程等の具体的な質問に回答がな

かった。 
・デリ川のほかに調査の必要な 5 本の河川があり、現在のところ年 1 回程度しか調査を実施し

ていない。 
・5 本の川とはデリ（Deli）川以外に ベルマイ（Belumai）川、パダン（Padan）川、ワンプ（Wampu）

川、ビラ（Bilah）川である。 
  
（2）BAPPEDA（メダン地方開発企画庁） 

1） 日 時 
2008 年 2 月 21 日（木）午後 

 
2） 先 方 

Dr. R. E Nainggolan 
Lauren Gulton 
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Yossi Sukmono 
Ir. Panusunan Harahap 

 
3） 当 方 
調査団（工藤） 

 
4） 概 要 
・Lausimeme ダム について日本への提案がなされた。 
・飲料確保のため 2003 年に CTII（㈱建設技研インターナショナル）が受け、2010 年には着手

の予定。 
・他のドナーであるアジア開発銀行（ADB）の予算が膨らみ出資の意向が強いが、BAPPEDA

は日本の出費を希望している。 
・BAPEDALDA にしても同様な感触であったが、何事も共同作業型の日本に対する信頼は大

きい。 
・2003 年から始まり、2013 年に目標を立てている Toba 湖の整備には次の 3 つがあげられる。 

① 繁殖時には水深まで減少させる水草の除去 
② 養殖池、観光地等、用途別に区分けする。 
③ 環境保全 

・現在、スイスの養殖会社が生産を続け、魚肉を缶詰にし自国用に出荷しているが、骨等の廃

棄物が湖の汚染原因となっている。 
・Toba 湖整備計画に関する報告書（2007 年 8 月、インドネシア語版）を入手。 
・Toba 湖の整備の基礎となる、河川流域の調査は BAPEDALDA による分析調査計画の検討段

階にある。 
  
（3）USAID（米国国際開発庁）Environmental Services Program（ESP） 

1） 日 時 
2008 年 2 月 22 日（金）午前 

 
2） 先 方 

Mr. Julian Syah 
 
3） 当 方 
調査団（工藤） 

 
4） 概 要 
・メダン水資源・廃棄物管理事業（MWWMP）により、2006 年よりインドネシアは USAID 支

援の下にプルチェット川におけるごみ投棄問題を地域住民の自立を目標に進めている。  
・同時に地域住民の汚水処理プラントの設計施工を行っている。 
・Desa Tembung、Duso Sebelas 地域、人口 3 万 6,758 人（7,108 住宅）の都市の郊外の一地区

に小規模プラントを設置した。電気エネルギーを用いない、途上国には理想的な方式を
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USAID は設計している。 
・この地域の No.11 地区に、50 住宅（250～300 名規模）向けとして設計施工された嫌気型生

物分解式プラントがあり、処理水質は活性汚泥方式やラグーンと比較して見劣りするが、貧

困地域の環境整備の第一ステップとして十分な対応技術といえる。 
・このプラントから発生する余剰汚泥の対策に、国際協力銀行（JBIC）は北九州市の途上国

向けに開発された“高倉式コンポスト”システムを採用している。  
・この技術もエネルギー省力型であり、住民の財政を圧迫せず逆に作物の肥料としての収益効

果もねらっている。また、地域住民の自立を主眼に置いた“ごみ学校”を開き、主婦や子ど

もへ家庭ごみの分別、有効利用、コンポスト技術指導等の研修を行っている。 
・Mr. Jurian より処理プラントの設計図を入手し、性能上の問題点を検討しているが、将来

JICA が展開する途上国向けシステムのひとつとして採用するためには、機能上の見直しが

必要。 
  
（4）JBIC プロジェクト（メダン） 

1） 日 時 
2008 年 2 月 22 日（金）午後 

 
2） 先 方 
人見 氏 

 
3） 当 方 
調査団（工藤） 

 
4） 概 要 
・JBIC がメダン市で進めてきた Medan Flood Control Project の実施過程で派生した廃棄物対策

事業は、USAID との共同事業の一環として効果的に進められてきた。 
・JBIC の人見氏担当のプロジェクトはデリ川氾濫の危機からデリ都市の災害防止にスタンス

をおいたものであり、廃棄物処理とは全く目的を異にする業務ではあるが、河川工事の障害

となる異物の除去という事情に迫られ、本格的に環境保全・廃棄物処理プロジェクトの展開

をしなければならない事情があった。 
・コンポスト・高倉方式は来週訪問するスラバヤ市で 3 年前に採用され、大変な実績をあげて

いるが、メダンでは 2 年前から採用されている。河川流域改善プロジェクトが産業廃棄物処

理にまで発展した一例である。 
・ジャカルタでは河川流域が家庭や産業廃棄物で直視できない状況下にあるが、デリ川に並行

して走るペルクト川の流域では廃棄物による汚れが減少の傾向にある。 
・ESP と JBIC の技術の共有、住民の意識改善プロジェクト等は、資金援助に増して効果が期

待できることを実証しつつある。 
・いまだに、道路にごみ類が散乱しているので、住民の共同生活空間に整理整頓、清潔保持等

の感覚が完全に改善されているわけではないが、大きな“一歩”と期待できる。 
・BAPEDALDA 訪問時に、中央政府への対応の弱さが環境整備への大きな障害であることを
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強調していたが、この地区の弱小自治体は政府の対応を待つことなく、ドナーの技プロと若

干の資金援助の下に地域住民が自力で動きはじめた 1 つのモデルケースである。 
・日本以外の援助先は、地域住民との共同作業的な部分が欠落しているという評価を訪問先の

インドネシア政府の担当者から聞いたが、USAID（ESP）は支援に、わが国と同様のスタン

スをとっており、JBIC の戦術である廃棄物戦略を積極的に採用している。 
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６－５ スラバヤ市 

（1）在スラバヤ日本国総領事館（総領事室） 
1） 日 時 

2008 年 2 月 27（水）8:30～9:30 
 
2） 先 方 
佐藤 昭治 総領事、鈴木 勇志 領事 

 
3） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、天野、川田、谷口、和田、工藤） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 

 
4） 概  要 
・「東ジャワ州には、元大統領、現職大統領等の出身地を抱える背景もあるが、市長の環境政

策への理解度や熱意が高く、JICA が環境改善の対象地区の視野に入れることは的を射てい

る」との総領事談。 
・特に市長は、北九州の紫川を実際に視察し、その素晴らしさをスラバヤの河川浄化のイメー

ジに重ね、採用すべきと考えた。 
・また、都市ごみの処理方式のひとつとして高倉方式は、7 年前の実験段階を経て現在は街の

一般家庭や NGO 等の組織を通し、組織だった処理規模にまで発展しつつあり、市内美化、

河川の浄化に役立っている。 
・プロジェクトに関する詳細な情報は入手していないが、市の環境局において、現在北九州市

との都市水環境改善の共同プロジェクトが動き始めている。 
・他の都市、北スマトラのメダンでもスラバヤの方式が伝播しているように、インドネシアの

各地方に技術の拡大を期待できる。 
  
（2）スラバヤ市環境局（EPA Surabaya） 

1） 日 時 
2008 年 2 月 27 日（水）午前 

 
2） 先 方 

Mr. Togar Arifin Silaban, Chief of Environmental Protection Agency, City of Surabaya (EPA Surabaya) 
Ir. Chamidha, MT., Head of Environmental Improving Quality, EPA Surabaya 
Ir. Alexandre. S., MT, Head of Subsection Environmental Improving Quality, EPA Surabaya 
Sudasi, ST, Dinas Cleansing and Landscape Department (DKP), Surabaya 
Dwi Ratna, S. Si, MM, City Development Planning Agency (BAPPEDA), Surabaya 
Wisnu Wibowo, BAPPEDA, Surabaya 
Mr. Scutot Elco Pasijatuo, Individual Consultant hired by Bina Program, Directorate General of Human 
Settelements, Ministry of Public Works, Jakarta 
Dian Triastuti Rm, ST, Bina Program, Directorate General of Human Settelements, Ministry of Public 
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Works, Jakarta 
Tun Ahmad Gazali, SH. M-Eng, BAPPEPROF Jatim Aline, SAJKER, PLP  

 
3） 当 方 
調査団（須藤、鎌田、天野、川田、谷口、和田、工藤） 
JICA インドネシア事務所（岩井所員） 

 
4） 概 要 
・300 万人都市の廃棄物行政はインドネシアのなかではかなり進んでいる。空港から街へ向か

う道にはごみがほとんど見当たらず、市内の街路にも目立った紙くず等の散乱が見られなか

った。  
・廃棄物に関する施策に比較すると、汚水処理の行政は大変遅れており、一般家庭の汚水は

SP（セプティック）方式にて対応しているが、管理の悪い SP よりあふれた汚水が河川の汚

染の原因となっている。槽内にたまった汚泥はタンク・ローリーで市の汚水下水場へ定期的

に運搬している。 
・10 年前（1997）に汚水処理場のマスタープラン（数百ページに及ぶ本格的な内容）が完成

し、汚水処理施設の建設を世界銀行に要望したが、現在に及んでも何の進行も見られていな

い。 
・1997 年のマスタープランよると、汚水配管網から、プラントの基本設計まで完璧に近いも

のであり、地域ごとに対応可能な完成された計画ではあるが、街全体の規模が大きすぎ、巨

大都市ジャカルタ市と同様に 大の問題は設置場所と資金面である。 
・現在 KITA（北九州市 NGO）の協力により、カリマス川においてインターセプター下水道（河

川敷きに遮集管）による整備計画に取りかかり始め、既設の配管設備を活用した低コスト下

水道をめざしている。 
 

（3）既設下水処理場の調査・オキシデーション・ディッチ法（OD）タイプのプラント 
1） 視察者 
調査団（須藤、鎌田、谷口、工藤） 

 
2） 概 要 
・施設の容量：全容量 500 m3（100 m3×5 系 水深 5m） 
・処理能力：100 m3/日（滞留時間＝5 日） 
・現在、空気混合装置（機械攪拌装置）は稼働していなかった。ときどき装置を稼働するとの

ことであったが、ばつ気槽は酸素不足であり生物学的には悪条件下での稼働状態であった。

プラントの形状はオキシデーション方式ではあるが、本来の使い方ではない。 
・原水は各市町村の腐敗槽から、27 系のバキュームカーによって運搬され、その都度プラン

トに投入される。 
・月別処理量は記録されていたが、参考までに下記に記す。 

 2007 年 5 月＝2,089.0 m3 
 2007 年 6 月＝2,190.5 m3 
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 2007 年 7 月＝2,150.0 m3 
 2007 年 8 月＝2,245.0 m3 

2007 年 9 月＝2,561.5 m3 

2007 年 10 月＝2,128.5 m3 

2007 年 11 月＝3,007.0 m3 

2007 年 12 月＝3,121.0 m3 

 2008 年 1 月＝3,525.5 m3 
・1 月、11 月、12 月は雨期の影響で運搬量が通常の 1.5 倍以上の処理量になっている。処理水

質の概観上は透明度がなく褐色に汚濁していたが、維持管理上の問題か、雨期の大量降水量

に起因するものか判断がつかない。 
・悪臭が少ないので処理水の生物学的酸素要求量（BOD）はある程度低いと思われるが、日

常の分析による維持管理体制ができていないので正確な判定ができない。投入原水の BOD
濃度は 1 万以上とのことであったが、これも同様、日常の点検分析によって確認はされてい

ない。 
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６－６ ジャカルタ市の下水処理場の調査 

1） 日 時 
2008 年 2 月 29 日（金）午前 

 
2） 先 方 
維持管理担当部 PD PAL JAYA 
Ir. E Yudi Iudardo, MPPM Head of Program Planning  
Ir. P. J. Sugiono  Director Teknk & Usaha 
Ir. Erwin Marphy Ali  Ka Bidang Teknik 
Ir. Setyo Duhkito, MPPM Program & Development Division 

 
3） 当 方 
調査団（鎌田、川田、工藤） 

 
4） 概 要 

a） PD PAL 事業上の問題点：PD PAL の発言 
・開発事業の難しい面として、係る機関が複数にまたがり PD PAL のほかに公共事業省、

BPLHD（地方環境管理局）等がからみ業務分担、予算配分に問題がある。 
・「ジャカルタは比較的自由な民間組織による運営の方が良いのではないかと考えている」と

の発言があった。 
・法制度に関しても、汚水管理の責務を負うべき地方機関に対する明確なガイドラインも基準

もないので、業務分担があいまいである。 
b） ジャカルタの現状：PD PAL のパワーポイントによる説明 
・地下水の採水井の 90％が大腸菌に汚染されているが、原因は腐敗槽（SP）の過剰水のあふ

れ水、浸漬井の悪質な流出、過剰な投棄ごみである。 
・また、主な原因として河川に未処理の生活排水が直接流れ込むために、表流水（河川水）の

80％は政府の基準値を上回っている。 
・ごみも同様な状況であり、公衆衛生に対する認識、汚水処理施設は必要という理解がない。 

c） 下水道公社の問題点：PD PAL のパワーポイントによる説明 
・実経験が未熟なため難問題に対応する、基本的なマスタープランが作成できない。 
・主要道路に下水道管を敷設しなければならないので、技術的にもコスト的にも難しい。 
・DKI ジャカルタ地区は平坦な立地条件のため、自然流下方式を期待できず、ポンプアップが

必要なので、イニシャル、ランニングコストともに財政を圧迫する。 
・下水道システムには巨額な投資が要求され、公社自身、地方・中央政府の投資財源が不足。 
・下水道事業は、投資に対する便益のリターンが長期なので、投資家の意欲を起こさない。 

d） 参考情報：PD PAL のパワーポイントによる説明 
・管理担当の PD PAL JAYA（下水維持管理公社）の歴史 

1997 年：ジャカルタの生活汚水・排水維持管理のマスタープラン 
1983 年：SETIABUDI-Tebe 地域にてパイロットプロジェクトの形で上記のマスタープラン

が実施される。 
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1987 年：BPAL（汚水管理委員会）設立 
1991 年：PD PAL JAYA（下水維持管理会社）が DKI Jakarta 地区すべてを網羅する。 
1991 年、ジャカルタ特別州の汚水維持管理の会社に関する地方政令等の様々な改正や制定

を経て、1997 年には導配管システム排水収益基準が定められた。 
e） SETIABUDI 地区処理場 

・施設の容量：全容量 22 万 m3、水深 5m（現地聞き取り） 
・処理能力 ：4 万 3,000m3/日（公共事業省提供資料） 
・接続件数 ：7 万 272 件（ 大値）（USAID 資料） 
       1,269 件（実接続）（USAID 資料） 
・エアーレッテド・ラグーン方式であるが、昼間はばっ気装置は停止し夜間のみ稼働とのこ

と。紙・布、プラスチック等のごみ類がラグーン池のいたるところに散乱し、特に流入部

のスクリーン部周辺に堆積して維持管理の不完全な状態は明白である。 
・ラグーンとしての機能は働いておらず、周辺への悪臭公害の発生源ともいえる。 
・処理場周辺の流域からは自然流下方式で生汚水が流入するが、一部タンク・ローリーでの

投入も行われている。 
・この浄化プラントは単なるため池と変わらず、1,300 件程度しか接続していない汚濁負荷

の低い下水道施設にもかかわらず、生放流と何ら変わらないのが実態である。 
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